
虐
待
や
非
行
な
ど
、
要
保
護

児
童
に
対
す
る
取
り
組
み

体
制
の
強
化
や
充
実
を
図
る
た
め

「
田
原
市
要
保
護
児
童
対
策
地
域

協
議
会
」
を
新
た
に
設
置
し
、
第

１
回
の
代
表
者
会
議
を
６
月
22
日

に
開
催
し
ま
し
た
。

　

代
表
者
会
議
で
は
、
市
か
ら
児

童
相
談
の
現
況
を
説
明
し
、
今
後

の
支
援
体
制
の
確
認
と
役
割
な
ど

に
つ
い
て
協
議
し
ま
し
た
。
市
は

現
在
、
虐
待
を
含
め
、
35
件
（
子

ど
も
76
人
）
の
要
保
護
児
童
個
別

ケ
ー
ス
に
対
応
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
協
議
会
は
、
児
童
福
祉
法

の
規
定
に
基
づ
い
た
組
織
で
「
児

童
相
談
所
」「
保
健
所
」「
警
察
署
」

「
医
療
機
関
」「
児
童
養
護
施
設
」

「
幼
稚
園
」「
保
育
園
」「
小
中
学
校
」

「
Ｐ
Ｔ
Ａ
」「
民
生
児
童
委
員
協
議

会
」「
社
会
福
祉
協
議
会
」
な
ど
、

児
童
を
取
り
巻
く
関
係
機
関
で
構

成
さ
れ
、
相
互
連
携
に
よ
り
虐
待

な
ど
の
早
期
発
見
や
、
要
保
護
児

童
に
対
す
る
適
正
な
保
護
と
支
援

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
代
表
者
会
議
終
了
後
に

は
「
最
近
の
虐
待
等
児
童
相
談
の

動
向
と
対
応
に
つ
い
て
」と
題
し
、

愛
知
県
内
に
お
け
る
虐
待
事
例
な

ど
か
ら
学
ぶ
こ
と
や
関
係
機
関
の

適
切
な
対
応
な
ど
に
つ
い
て
、
伊

藤
俊
典
氏
（
東
三
河
児
童
・
障
害

者
相
談
セ
ン
タ
ー
長
）
か
ら
講
演

が
あ
り
、
関
係
者
90
名
が
熱
心
に

聴
講
し
ま
し
た
。

▼
児
童
課
5
23
局
３
５
１
３

　
「
児
童
福
祉
法
」
お
よ
び
「
児

童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法

律
」
で
、
児
童
虐
待
を
受
け
た
と

思
わ
れ
る
児
童
を
発
見
し
た
方
に

は
、
通
告
す
る
義
務
が
課
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。
子
ど
も
の
身
の
安
全

を
第
一
に
、
地
域
に
お
け
る
見
守

り
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

法
律
に
よ
り
、
通
告
者
名
な
ど

の
情
報
は
厳
守
さ
れ
る
と
と
も
に
、

結
果
と
し
て
虐
待
で
は
な
か
っ
た

場
合
で
も
、
通
告
者
が
責
任
を
問

わ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

次
の
よ
う
な
と
き
は
、
通
告
・

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

●
子
ど
も
に
不
自
然
な
ケ
ガ
や
ア

ザ
が
あ
る

●
頻
繁
に
子
ど
も
の
異
常
な
泣
き

声
が
す
る

●
子
ど
も
の
様
子
・
態
度
が
お
か

し
い

●
保
護
者
の
様
子
が
お
か
し
い

　
（
子
ど
も
の
顔
も
見
な
い
）

通
告
・
相
談
連
絡
先

▼
児
童
課（
田
原
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

5
23
局
３
５
１
３

休
日
・
夜
間
な
ど
の
場
合

5
22
局
１
１
１
１

※
休
日･

夜
間
の
場
合
は
、市
役
所
の
当

直
室
で
電
話
を
受
け
た
後
、児
童
課
担

当
者
か
ら
折
り
返
し
連
絡
し
ま
す
。

子
ど
も
の

身
の
安
全
を
第
一
に
！

　

〜
児
童
虐
待
が
疑
わ
れ
る

　
　
　

場
合
は
通
告
・
相
談
を
〜

11
「
田
原
市
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
」
を
設
置
▼

協議会の様子

平成18年８月1日 　  　　　　　　　　│ 6 │


